
令和５年２月臨時教育委員会会議録  

１ 日 時   令和５年２月１４日（火）１０時 

２ 場 所   本館４階 第１委員会室 

３ 出席者   教育長職務代理者 河本直子   

教育委員 衛藤修身、太田かおり、八木秀和 

４ 欠席者   なし 

５ 事務局   教育部長    船津喜久男 

学校教育課長  松永嘉伸 

学校指導課長  森 秀輔 

教育施設課長  北原鉄也 

生涯学習課長  亀井 誠 

学校指導課課長補佐 権藤信慶 

生涯学習課課長補佐 田代磯政 

学校教育課教育総務係長 野中康伸 

教育施設課計画係長   山口研治 

６ 傍聴人   ２人 

７ 議事日程  別紙のとおり 

８ 議事次第  別紙のとおり 



臨 時 教 育 委 員 会 議 事 日 程 

令和５年２月１４日（火）１０時００分 

 １ 議決事項 

（１）第５号議案 

令和４年度中間市一般会計補正予算（第１１号）要求について 

  （２）第６号議案 

令和５年度中間市一般会計当初予算要求について
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［開会時刻：１０時００分］ 

船津教育部長 

河本教育長職

務代理者 

松永学校教育

課長 

森学校指導課

長 

河本教育長職

務代理者 

北原教育施設

課長 

時間になりましたので、令和５年２月臨時教育委員会の進行につきまし

ては、教育長職務代理者でございます河本教育委員にお願いいたします。 

それではこれより、令和５年２月の臨時教育委員会を開会いたします。

さっそく議決事項に入らせていただきます。

第５号議案令和４年度中間市一般会計補正予算第１１号要求について、

説明をお願いいたします。 

令和４年度中間市一般会計補正予算第１１号の予算要求につきまして、

学校指導課、教育施設課の減額の補正予算要求を、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育委員会の意見を求

めるものでございます。

要求内容につきましては、担当課からご説明いたします。

それでは、学校指導課所管分について説明させていただきます。

歳出でございます。

１０款１項３目指導費、教育指導に要する経費・コロナ対策費、補正額 

１０３万５千円減額。これは、ＧＩＧＡスクールサポーターの任用に要

する経費でございます。学校に配布されておりますｉＰａｄの年次更新

等の作業が集中する繁忙期に、ＧＩＧＡスクールサポーターを増員する

ための予算を計上しておりましたが、適当な人材が確保できなかったこ

とにより減額するものです。 

以上で学校指導課の補正予算の説明を終わります。 

それでは、北原課長説明をお願いいたします。 

続きまして、教育施設課所管分についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を活用し、感染症対策として、小学校６校と中学校４校に各１名ず

つ配置している消毒サポーターに要する経費に係る不用額を減額補正す

るものでございます。

では、歳出でございます。

１０款２項小学校費３目保健給食費、小学校衛生管理に要する経費・コ
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河本教育長職

務代理者 

衛藤教育委員 

河本教育長職

務代理者 

北原教育施設

課長 

河本教育長職

務代理者 

教育委員 

河本教育長職

務代理者 

松永学校教育

課長 

ロナ対策１２節委託料、補正前の額１,０７６万３千円のうち、 

５１万４千円を減額補正して、補正後の額を１,０２４万９千円とし、同

様に、３項中学校費３目保健給食費、中学校衛生管理に要する経費・コ

ロナ対策１２節委託料、補正前の額４０４万４千円のうち、 

５８万３千円を減額補正して、補正後の額を３４６万１千円としており

ます。

以上教育施設課所管分の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願

いを申し上げます。

それでは、このことについて、ご質問等はございますでしょうか。衛藤

教育委員お願いいたします。

教育施設課の委託料についてです。消毒のスクールサポーターですが、

小学校は６校で５１万４千円減額され、中学校は４校で５８万３千円減

額されています。中学校の減額が多くて、小学校が少ない理由を教えて

ください。

北原課長お願いいたします。 

昨年１１月の減額補正同様に、これまでの小学校、中学校のサポーター

の方の勤務実績を踏まえた本年３月末までの見通しに基づいた補正額と

しております。以上でございます。

他にございませんでしょうか。

それでは承認ということでよろしいでしょうか。

≪承認≫

それでは承認ということでよろしくお願いいたします。 

次に、第６号議案令和５年度中間市一般会計当初予算要求について説明

をお願いいたします。

令和５年度中間市一般会計当初予算要求につきまして、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、その予算要求の内容

について、委員会の意見を求めるものであります。 
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それではまず、学校教育課が所管する予算要求の主な内容につきまして

ご説明いたします。

歳入の主なものをご説明いたします。

１８款繰入金１項基金繰入金、主なものといたしまして、４目なかま夢

応援奨学基金繰入金、１節なかま夢応援奨学基金繰入金、予算額 

３００万円。これは令和５年度から大学で修学するための給付型奨学金

を給付するために令和４年度に基金を積み立てておりますが、この基金

から、令和５年度の給付予定額３００万円を一般会計に繰り入れるもの

です。 

以上、学校教育課の歳入予算の総額は、４９５万５千円でございます。

次に、歳出の主なものをご説明いたします。

１０款１項教育総務費、総額予算額１億７,５７６万３千円。 

そのうち主なものは、学校給食費緊急支援事業補助金、予算額 

１億５,１８３万円。これは、コロナ禍及びロシアのウクライナ侵攻など

による物価高騰の影響により、子育て世帯の教育に係る経済的負担割合

が高くなっている状況を踏まえして、中間市立小・中学校が提供する学

校給食の保護者負担額を緊急的に補助し、児童生徒の学びの保障と、心

身の健全な発達に資することを目的として、学校給食費の保護者負担分

を全額支援する費用として計上しております。

次に、６目育英事業費、なかま夢応援奨学金事業に要する経費、１８節

なかま夢応援奨学金、予算額３００万円。これは先ほども申しましたよ

うに、令和５年度から、大学で修学するための給付型奨学金を給付する

ための予算でございます。対象は、令和６年度、大学入学者３名、１人

当たり１００万円を給付する予定としております。

次に、２項小学校費、総額予算額２億４,９９３万５千円。

そのうち主な内容としまして、２目教育振興費、小学校要保護・準要保

護に要する経費、予算額１,５３３万２千円。これは経済的な理由により、

学用品などの支出が困難な世帯に対する就学援助費です。対象者は 

４４１名を見込んでおります。支給金額を単純に平均しますと、１人当

たり年間約３万５千円となります。

次に、小学校の教育振興に要する経費のうち、消耗品費、備品購入費、

併せまして３６１万１千円。これは、児童の授業に要する消耗品や学校

図書の購入に要する費用です。

次に、保健給食費のうち、１２節小・中学校給食調理等業務委託料、予

算額１億１,６１３万１千円。これは昨年度より約７００万円増額してお

りますが、令和４年度は、中間小と西小が８月から民間委託を始めたこ



4 

森学校指導課

長 

とから、８ヶ月分の委託料でありましたが、令和５年度につきましては、

１２ヶ月分の委託料となっておりますので増額となっております。

次に３項中学校費、予算額は８,３５５万円。

主な内容としまして、中学校保護・準要保護に要する経費、予算額 

２,２７５万２千円。これは、経済的な理由により、学用品費などの支出

が困難な世帯に対する就学援助費です。対象者は２８０名を見込んでお

ります。支給金額を単純に平均しますと、１人当たり年間約８万１千円

となります。

次に、中学校教育振興に要する経費のうち、消耗品及び備品購入費併せ

まして、３８０万６千円。これは、生徒が授業で使用する消耗品や学校

図書の購入などに要する費用です。

以上によりまして、学校教育課の歳出予算の総額は、 

５億９２４万８千円となります。以上でございます。

次に学校指導課お願いします。 

それでは、令和５年度一般会計当初予算学校指導課所管分についてご説

明させていただきます。

まず歳入からご説明いたします。

１４款２項４目教育費国庫補助金、１節の医療的ケア看護師配置補助金、

予算額１３１万７千円。これは北小に在籍しています医療的ケアを必要

とする児童の支援に当たるための看護師資格を持った支援員３名分の人

件費に対する補助金でございます。補助率は３分の１でございます。

同じく、１節のＧＩＧＡスクールサポーター配置促進事業費補助金、予

算額１４３万７千円。これは、ＧＩＧＡスクールサポーターの人件費に

対する補助金でございます。補助率は２分の１でございます。

次に２０款３項３目雑入、４節外国語指導助手家賃負担金、予算額 

９４万６千円。これは、外国語指導助手の住居に係る家賃に対して支払

う負担金でございます。

以上が歳入の説明でございます。

次に、歳出でございます。

１０款１項３目指導費、予算額７,４８０万６千円。令和４年度と比べ、

ｉＰａｄの活用推進のための費用などにより、２５４万４千円の増額と

なっております。主なものを申しますと、教育指導に要する経費、６,２

５７万４千円。主な内容といたしまして、１節報酬３,３０３万４千円。

これはスクールソーシャルワーカー、少人数学習指導教員、特別支援教

育支援員の報酬でございます。 
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３節期末手当６１６万４千円、４節社会保険料４２６万８千円、８節旅

費５７万１千円。これらは少人数学習指導教員、特別支援教育支援員等

の任用に係る経費でございます。なお、ＧＩＧＡスクールサポーターの

任用に係る経費については、コロナ対策地方創生臨時交付金を活用する

形で移管しておりますことから、その分が減額となっております。

１０節消耗品費１４８万円。これは、小学校で使用する教科書が令和６

年度に改定されることに伴い必要となる教師用指導書を購入するための

費用でございます。

１２節委託料４７７万３千円。これは学級集団アセスメントの委託料及

び標準学力調査に係る費用でございます。

１３節使用料及び賃借料６９９万５千円。これは、内訳のところに記載

がございませんが、授業目的公衆送信保証金、通称ＳＡＲＴＲＡＳとい

いますが、こちらに係る費用及び宿泊学習等の業者バスの借り上げ料、

それから、児童生徒に配布しているｉＰａｄのフィルタリングにかかる

費用でございます。授業目的公衆送信保証金とは、著作物を使用する際

に発生する著作権料について、一括して管理協会に納入することにより、

事業等において、個々に許諾を得ることなく無償で使用することができ

るようになるものです。なお、オンライン教材については、先ほどと同

様にコロナ対策地方創生臨時交付金の活用に移しております。

次に適応指導教室に要する経費２５２万９千円。主な内容といたしまし

て、１節報酬１５９万円。これは適応指導教室指導員の報酬でございま

す。

続いて、教育指導に要する経費、コロナ対策９７０万３千円。主な内容

といたしまして、１節報酬２５９万５千円。これは、ＧＩＧＡスクール

サポーターの報酬でございます。当課において、市内小中学校で使用す

るｉＰａｄを総合的に管理及びサポートする大変重要な業務を行ってお

ります。

それから１２節委託料２２５万８千円。これは学校で教員のサポートを

行うＧＩＧＡスクールサポーターの派遣に要する費用でございます。

１３節使用料及び賃借料２７７万２千円。これは、ｉＰａｄで使用する

オンライン学習教材に係る費用でございます。

１７節備品購入費９９万１千円。こちらは、小学校算数科の指導者用デ

ジタル教科書の購入にかかる費用でございます。

同じく、５目外国語指導助手招致事業費、当初予算額１,６７１万９千円。

主な内容といたしまして、１節報酬１,１８１万８千円。これは、外国語

指導助手３名分の給与でございます。
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河本教育長職

務代理者 

北原教育施設

課長 

令和５年度には、ＡＬＴ１名が７月で任期を満了し帰国することになり

ます。それに伴い新たに１名任用することになっております。

８節旅費２７万５千円。これは、帰国するＡＬＴ１名の帰国に係る旅費

とその他の出張にかかる費用でございます。

以上で、学校指導課の当初予算の説明を終わります。

それでは、北原課長説明をお願いいたします。 

続きまして、教育施設課所管分についてご説明させていただきます。 

まずは歳入でございます。

１３款使用料及び手数料１項使用料５目教育使用料、２節電柱等設置使

用料及び土地使用料といたしまして、４万円を計上しております。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

まず、１０款教育費１項教育総務費２目事務局費に８６２万５千円を計

上しております。

教育施設事務に要する経費のうち、学校施設営繕業務に係る主なものと

しまして、１節報酬において、会計年度職員報酬４３０万１千円、３節

職員手当等、８６万１千円、４節共済費９０万３千円。これは、教育施

設課維持係作業員として勤務する会計年度任用職員に係る人件費でござ

います。

次に、１０節需用費における燃料費３７万３千円は、施設管理作業用の

公用車２台のガソリン代で、修繕料１１万８千円は、このうち１台分の

車検料でございます。

次に、１１節役務費７万３千円は、公用車の共済保険や自賠責保険料で

ございます。

そして、別途、学校再編業務に係る経費といたしまして、現在、策定中

であります学校施設整備方針を策定後、開校までに想定される諸問題に

対応できる新たな協力体制として設置する開校準備協議会や、適正規模

の学校づくりを目指し、通学区域の協議検討を行うことを目的に設置す

る通学区域審議会及び関係事務に係る費用として、１節報酬において、

通学区域審議会委員報酬として６３万円、７節報償費において、開校準

備協議会委員報償費として４０万円、１０節需用費において、消耗品費

２９万３千円、印刷製本費として５１万２千円を計上しております。

また、２項小学校費１目学校管理費に１,５３６万８千円を計上しており

ます。
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河本教育長職

務代理者 

これは、小学校６校の維持管理に要する経費でございます。

主なものといたしまして、１０節需用費５２９万３千円のうち、修繕料

５２４万３千円は、校舎等学校施設維持修繕に要する経費でございます。

次に、１１節役務費６６万１千円、建物火災保険料や各種検査料等でご

ざいます。

次に、１２節委託料８１８万５千円は、消防設備保守点検、電気工作物

保安管理等、小学校施設を維持、管理するための各種委託料でございま

す。

次に、１５節原材料費１２２万３千円は、教育施設課維持係職員が、小

学校施設の補修を行う際の、屋根や床の板材や部材等の材料購入に支出

いたします。

次に、３目保健給食費３小学校衛生管理に要する経費・コロナ対策１１

節役務費３万９千円、１２節委託料２９３万８千円につきましては、学

校内の消毒、清掃等に従事するスクールサポートスタッフ６名に要する

経費でございます。 

続きまして、３項中学校費１目学校管理費に１,０５７万９千円を計上し

ております。中学校４校の維持管理に要する経費でございます。

主なものといたしまして、１０節需用費３４８万９千円のうち、修繕料

３４３万９千円は、校舎等学校施設維持修繕に要する経費でございます。

次に、１１節役務費５７万１千円。建物火災保険料や各種検査料等でご

ざいます。 

次に、１２節委託料５４３万９千円は、小学校同様、消防設備保守点検、

電気工作物保安管理等、中学校施設を維持、管理するための各種委託料

でございます。

次に、１５節原材料費９７万円は、教育施設課維持係職員が、中学校の

施設補修を行う際の、部材等の購入費でございます。

最後に、３目保健給食費３中学校衛生管理に要する経費・コロナ等対策

１１節役務費２万６千円、１２節委託料１９５万９千円につきましては、

学校内の消毒、清掃等に従事する中学校のスクールサポートスタッフ４

名に要する経費でございます。

以上が、教育施設課所管分でございます。

それでは、亀井課長よろしくお願いいたします。 
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亀井生涯学習

課長 

それでは、生涯学習課所管分の令和５年度当初予算を説明させていただ

きます。

まず歳入からご説明いたします。

１３款使用料及び手数料１項使用料５目教育使用料、１節社会教育使用

料で３４０万円を計上しております。学校体育館、生涯学習センター等

の使用料の収入でございます。

次に、１５款県支出金２項県補助金５目教育費県補助金１節社会教育費

補助金で５８２万３千円の計上でございます。

主なものは、説明の４、地域学校協働活動事業補助金で、 

３１３万３千円で、地域学校協働活動に要する経費へ充当の補助率３分

の２の県補助金の受け入れでございます。

歳入総額は、前年費１,０００円増の１,２２９万５千円を計上させてい

ただいております。

続きまして、歳出でございます。

２款総務費１項総務管理費５目財産管理費、市民会館長寿命化に要する

経費で１億１,７０６万７千円の計上でございます。内容は、１２月議会

で議決をいただきました「なかまハーモニーホール」の舞台機構の修繕

料４,８９５万円を債務負担行為による令和５年度支出のための計上で

ございます。

また、工事請負費におきまして、６,８１１万７千円を計上いたしており

ます。これにつきましても、なかまハーモニーホールの屋上部分や壁面

の防水機能が著しく低下し、現在大ホールの舞台から雨漏りが確認され

ておりますことからの改修費を計上させていただいております。

次に、１０款教育費４項社会教育費１目社会教育総務費、社会教育指導

に要する経費６７３万９千円の計上でございます。主なものは、１２節

委託料で、２２６万５千円を計上しております。内容は、第２次生涯学

習基本計画後期計画策定に伴う策定委託料でございます。

また、１８節負担金補助及び交付金で、関係団体への補助金１１６万円

を計上しております。

次に、人権教育指導に要する経費７０７万６千円でございます。主なも

のは、１節報酬３０６万円で、地域活動指導員２名分の活動報酬でござ

います。

また、１３節使用料及び賃借料において、人権子供会体験学習のバス借

り上げ料として１４万３千円を計上させていただいております。

次に、中間市文化振興財団運営に要する経費で９,４５０万円を計上して

おります。主なものは、１２節委託料に施設管理委託料９,３５０万円で、
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河本教育長職

務代理者

衛藤教育委員 

前年比３５２万円の減額となっております。これは、今年７月１０日付

けで、館長の人事異動がございまして、館長の予算、人件費を、現在、

市から支出することになっておりますので、その分の差額を減額させて

いただいております。

次に、生涯学習センター運営に要する経費１億４,９２９万１千円を計上

しております。

主なものは、１４節工事請負費１億３,９３１万２千円で、生涯学習セン

ターの空調設備の更新、照明のＬＥＤ化、非常用発電機の更新により消

火ポンプの運転に加え、停電時の空調機等への電力供給を行うこととし

ております。

次に、２目公民館費、中央公民館事業に要する経費１,０８６万１千円を

計上しております。主なものは、１節報酬４０７万７千円で、社会教育

指導員２名分の報酬等でございます。

次に３目図書館費、図書館管理運営に要する経費５,６１１万８千円を計

上しております。主なものは、１０節修繕料６５２万９千円で、現在稼

働していない空調機８台分の更新でございます。

また、１２節委託料におきまして、４,６７５万８千円で、市民図書館の

施設管理委託料を、前年同額を計上しております。

次に、５項保健体育費１目保健体育総務費、社会体育に要する経費 

５,１９３万１千円を計上しております。

主なものは、１２節委託料、社会体育施設指定管理委託料を 

４,５００万円、前年同額を計上しております。

以上で、歳出総額は５億８９万８千円で、前年比２億６,０３４万７千円

の増となっております。

以上で、生涯学習課所管分の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、ご質問等はございますでしょうか。衛藤教育委員。 

まず、学校教育課所管分でお尋ねします。小学校管理運営に要する経費

の１０節に燃料費と光熱水費がございます。ガス代・灯油代・混合油が

８１万４千円増額されて、それから、光熱水費が２０１万３千円増額さ

れています。どのように予算要求額を決定するのでしょうか。

それから次に中学校管理運営に要する経費の１２節中学校パソコン機器

保守委託料が、去年はありませんでしたが、今年は１０７万９千円予算
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河本教育長職

務代理者 

松永学校教育

課長 

衛藤教育委員 

河本教育長職

務代理者 

松永学校教育

課長 

河本教育長職

務代理者 

要求されておりますので、この内容についてお尋ねしたいと思います。

それから同じく、１３節の使用料及び賃貸料のところが、昨年度よりも

６０２万１千円ほど減額になっています。この減額となった内容をお尋

ねいたします。

松永課長お願いいたします。

最初に、燃料費と光熱水費の関係ですが、これは、小学校６校の現在使

用している電気代、燃料費の統計をとりまして、その見込みで来年度の

見込額を出しています。物価が上がったことを踏まえて予算要求してお

ります。 

次に、１２節パソコン教室保守委託料が１０７万９千円新たに予算要求

していますことと、１３節の使用料賃借料がマイナス６０２万１千円と

減額になっていることについてです。これについては、中学校のパソコ

ン教室のパソコンのリース料が含まれております。この保守契約を含め

たリース契約が令和５年度の５ヶ月間で終了します。そのため、その後
については、パソコン教室の保守契約のみを、１０７万９千円計上して

おります。

それともう１点、小学校管理運営に要する経費の１７節の備品購入費が、

３９万８千円減額されています。１７９万円に対しての３９万円は結構

大きな額だと思いますので、減額したことによって、児童の学習面に不

都合が生じるというふうなことはございませんでしょうか。

松永課長お願いいたします。 

これは小学校管理用の備品ですので、授業で直接使う備品とはまた違う

ものです。なお、配当予算につきましては、各学校の配当予算総額を、

各学校がどの費目にいくら予算を付けたいか確認した上で、集計した額

を計上しております。

よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。衛藤教育委員。 
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衛藤教育委員 

河本教育長職

務代理者 

森学校指導課

長 

衛藤教育委員 

森学校指導課

長 

衛藤教育委員 

それでは次に、学校指導課所管分についてお尋ねします。 

ＧＩＧＡスクールサポーターについては、全部コロナ予算となっている

ようですから、ＧＩＧＡスクールの委託料は、１２節のＧＩＧＡスクー

ルサポーターの２２５万８千円というのが、これが委託料になるんだと

思いますので、教育指導に要する経費の１節の報酬にある分は、それが

ここに移ったと理解してよろしいのでしょうか。

それからもう１つ、昨年度までＧＩＧＡスクールサポーター２名の応募
をしていたが、結果的に１名しかいなかったため、１名分は減額しまし

たという話でしたが、委託料の説明をされるときも、ＧＩＧＡスクール

サポーターについては、重要な業務を担っているという説明をされまし

た。重要な業務であれば、１名よりも２名配置された方が良いのではな

いかと思います。今、ＩＴ産業はどこも就職率がかなり良い方だと思い

ますので、もっと広域に募集されると、どこかにおられるのではないか

という気がいたしますので、ぜひもう１名配置していただきたいという

要望です。以上です。 

森課長お願いいたします。

ただいまのご質問ですけれども、１０款１項３目指導費、教育指導に要

する経費の１節報酬に入れておりましたＧＩＧＡスクールサポーター１

名は、教育指導に要する経費コロナ対策の中の１節ＧＩＧＡスクールサ

ポーター報酬に移しております。衛藤教育委員がおっしゃった１２節委

託料の方ですけれども、こちらは各学校で直接に学校教員等をサポート

するためのサポーターでございます。少し分かりにくいのですが、教育

指導に要する経費の１節は教育委員会事務局において管理するものでご

ざいます。以上です。 

ということは、そのコロナ対策の１２節のＧＩＧＡスクールサポーター

については、それぞれＧＩＧＡスクールサポーターが学校にいろいろな

形で出向くときに必要な経費と理解すればよいのでしょうか。

はい。 

それでは、次に教育施設課についてお尋ねいたします。
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河本教育長職

務代理者 

北原教育施設

課長 

衛藤教育委員 

教育施設課については、歳出の教育施設事務に要する経費の１２節の委

託料が、令和４年度は２０７万１千円の委託料がありましたが、令和５

年度は０円となっていますので、内容を教えていただきたいと思います。

それからもう１つは、小学校衛生管理に要する経費・コロナ等対策の１

２節の委託料です。令和４年度は１,１０１万６千円の予算が組んであり

ましたが、令和５年度は２９３万８千円で、約８００万円減っています

が、なぜ減っているか教えていただきたいと思います。

また、中学校衛生管理に要する経費・コロナ等対策の委託料につきまし

ても、令和４年度は７３４万４千円なのが１９５万９千円と減額になっ

ています。、コロナの関係だと思うのですが、コロナについては対策の仕

方は国も違ってきてますので、予算の配当も違うんだろうと思いますが、

そこら辺の内容をお尋ねしたいと思います。

北原課長お願いいたします。 

教育施設事務に要する経費の１２節の委託料が０円になっていることに

ついてでございますが、これにつきましては、今年度、八千代エンジニ

ヤリング株式会社に委託しました学校再編に係る学校地等現況調査委託

料でありまして、令和５年度は、この関係の委託業務の予定がありませ

んことから０円としております。

続きまして、委託料についてでございます。

先ほどの補正予算で述べましたように、今年度は、全額国の新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しまして、衛藤教育委員

がおっしゃっているとおり、本事業を実施しておりますが、現時点にお

きましては、この令和５年度の同交付金の見通しが立っていないことと、

いわゆるウィズコロナからアフターコロナを見据えた対応として、現在、

１日最大７．５時間の勤務時間を１日４時間とした上で、４月から９月

までの経費を計上しておりますために、このような金額となっておりま

す。以上です。 

それでは、生涯学習課所管分についてお尋ねいたします。社会教育指導

に要する経費の１２節の委託料で生涯学習基本計画策定業務委託料とい

うことで説明をされました。これはいわゆる基本計画策定のための専門

的な知見を持っている方、または民間等の業者に委託するための委託料

と理解をすれば良いのかお尋ねいたします。
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河本教育長職

務代理者

亀井生涯学習

課長 

それからもう１つは、ふるさとづくり事業に要する経費の１８節のまち

づくり人材育成事業補助金に１団体３万円の少年団体交流事業とありま

すが、どのような事業の中身かをお尋ねいたします。

それから、市民文化事業に要する経費の１０節の消耗品費・印刷製本費

とそれから１３節の使用料及び賃借料ということで、令和４年度は０円

だったのですが、令和５年度はそれぞれ５万円、１６万円、 

４８万７千円の予算を要求されています。何か新しい試みを計画されて

いるのかお尋ねします。 

それから、中間市生涯学習センター運営に要する経費の１２節の委託料

の中に、清掃委託料とありますが、令和４年度と比べると７９万２千円

減額になっています。その減額理由についてお尋ねいたします。

それから、中央公民館に要する経費の１１節の役務費が、 

１５１万８千円減額になっていますので、理由についてお尋ねいたしま

す。

それから、社会体育に要する経費の１２節の市民トイレ清掃委託料の内

訳の中に、「球場横市民トイレ外」と書いてありますが、この「外」の中

身についてお尋ねいたします。

同じく社会体育に要する経費の備品購入費でＡＥＤを新しく購入して取

り付ける予算だろうと思うのですが、どこに取りつける予定になってい

るのかお尋ねいたします。

亀井課長お願いいたします。

まず、生涯学習基本計画の委託料につきましては、民間のコンサルの専

門的な委託、専門的なことをやっていただくような委託料となっており

ます。

それから、まちづくり人材育成事業につきましてですが、これにつきま

しては市民の方、地域間の交流であったり、研修会等への参加によって、

まちづくりに意欲のある団体や個人に対して予算の範囲内において補助

金を交付して、人材育成を図ることを目的としているものでございます。

例えば、少年の船や青年の船、少年団の交流大会等に対しての補助金を

交付しております。

それから、市民文化事業に要する経費についてでございますが、これに

つきましてこれまで、１０月中旬に中央公民館の文化祭、それから下旬

に、生涯学習センターの文化祭、それから１１月の上旬に、文化団体連
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衛藤教育委員 

亀井生涯学習

課長 

河本教育長職

務代理者

八木教育委員 

合会と中間市の美術展を３回にわたって開催しておりましたけども、令

和５年度については、この３回行っていた文化祭と美術展を１回にまと

めて盛大に行うということで、ハーモニーホールの借上料等を計上させ

ていただいております。またサークルの発表の場を設けたり、多くの方

に知っていただけるのではないかということで、企画しております。

それから、生涯学習センターの清掃委託料につきましては、工事を生涯

学習センターの改修工事を予定しておりますので、委託料を半額計上し

ております。 

それから、中央公民館に要する経費につきましては、昨年度婦人の家の

閉館になった部分の、残った荷物要らないもの等を廃棄するための委託

料を計上しておりましたけれども、今年度は計上０で上げております。 

それから、市民トイレの球場外につきましては、河川敷の市役所の前と、

中鶴グラウンドの入口に、３ヶ所、仮設トイレを設置しておりますので、

そのトイレの清掃委託料でございます。

それから最後に、備品購入費につきまして、ＡＥＤにつきましては、中

間市の弓道場に更新のための設置するＡＥＤの購入費でございます。 

生涯学習の基本計画というのを作ってあると思うのですが、これは何年

に１回ほど作ってあるのでしょうか。 

これは５年計画になっておりますけども、本来、中間市の総合計画の基

本構想を具現化するための分野別の関連計画となっておりますので、中

間市の総合計画が遅れておりますので、その計画の期間を合わせるため

にも、中間市の総合計画も令和６年度からの計画予定になっていますの

で、合わせて５年計画で策定します。

よろしいでしょうか。他にご質問等はございませんでしょうか。

八木教育委員お願いいたします。 

学校教育課に２点お伺いしたいことがあります。歳出の学校給食費の件

なんですけれども、保護者はこのような教育費に非常に敏感なところに

なっていると思います。令和４年度は、国の予算等々で本来値上げする

べき金額の補助がありましたので、保護者の負担が増えなかったという

経緯があったと思います。この令和５年度については、実際のところ保

護者の負担が上がるのか下がるのか教えていただきたいのが１点です。

それと育英事業費の中の、今回新たに設けられた３００万円のなかま夢
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課長 
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応援奨学金ですが、こちらについては３名となっています。令和５年度

の高校３年生が対象になるのではないかと思いますが、中間市在住なの

か、中間市の高校、例えば希望が丘高校、中間高校に通っている人が対

象なのか、あと奨学金は今結構いろいろ話題になっていますけど、返済

の必要があるのかどうかというのを教えていただきたくて質問させてい

ただきます。

松永課長お願いいたします。 

まず１点目です。学校給食費の関係でございます。

令和５年度の当初予算、約１億５,１００万円ですけど、学校給食費の全

額でございます。小学１年生から中学３年生まで年間の給食費全額を補

助するということでございますので、保護者負担は全くありません。

それから、育英事業費の奨学金の関係でございます。これの対象者とし

ましては、中間市在住、かつ、日本学生支援機構の給付型奨学金に申請

して、その奨学生となる方が条件となります。基本的に低所得者対応と

いうことで考えております。

よろしいですか。八木教育委員。

返済の必要がないということでしょうか。

おっしゃるとおり、返済の必要はありません。給付型でございます。 

他はよろしいでしょうか。衛藤教育委員。

令和５年度については、学校給食費は無償となっているということです

が、令和６年度についても無償するのか、または基に戻して保護者負担

をお願いするのか、どうなるのでしょうか。

松永課長。 




